
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３款  特殊災害対策計画 
 

 

【注意事項】 

各節における実施主体の表において、時期

の欄に示された記号は、次の意味である。 

★ ： 災害警戒又は災害初動期 

● ： 応急対策期 

▲ ： 応急復旧期 
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第１章 市災害対策本部活動 
 

 １ 基本方針 
鉄道、道路、航空、危険物等の特殊災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、必要と

認めるときは、市は、特殊災害情報連絡体制（レベル０）、特殊災害初動体制（レベル１）、特殊

災害警戒本部体制（レベル２）、災害対策本部体制（レベル３）を状況に応じて確立する。 

特殊災害における配備体制等の概要は、次に記載する。 

 

 ２ 市災害対策本部設置前の体制 
市災害対策本部設置前の体制は、次のとおりである。 

（１）特殊災害情報連絡体制（レベル０）の確立 
危機管理監は、気象情報や災害予測情報等を迅速に把握し、必要な職員を動員し、特殊災害

情報連絡体制（レベル０）を確立する。 

 

配備基準 

(1) 市域に次の警報が発表されたとき。 

①火災警報  ②大雪警報  ③暴風雪警報 

(2) その他、危機管理監が必要と認めたとき。 

 
（２）特殊災害初動体制（レベル１）の確立 

危機管理監は、市域に特殊災害が発生した場合において、災害に関する情報収集等を実施す

ることが必要であると認めるときは、その指示により職員を動員し、特殊災害初動体制（レベ

ル１）を確立する。 

 

配備基準 

(1) 警報が発表され、災害発生のおそれがあるとき。 

(2) 局地的な被害が発生したとき。 

(3) その他、危機管理監が必要と認めたとき。 

 
（３）特殊災害警戒本部体制（レベル２）の確立 

危機管理監は、市域に特殊災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害へ

の警戒活動等を実施することが必要であると認めるときは、その指示により特殊災害警戒本部

を設置し、職員を動員する。 

 

設置基準 

(1) 複数箇所で局地的な被害が発生したとき、又はそのおそれがあるとき。 

(2) その他、危機管理監が必要と認めたとき。 

 

 ３ 市災害対策本部の設置 
市長は、市域に特殊災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、災害応急対策を実

施することが必要であると認めるときは、次の基準に従って市災害対策本部を設置する。 
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設置基準 

(1) 市域に次の特別警報が発表されたとき。 

①大雪特別警報  ②暴風雪特別警報 

(2) 大規模な被害が発生、又は発生のおそれがあるとき。 

(3) その他、市長が必要と認めたとき。 

 

４ 現地対策所の設置 
本部長は、災害現場近くで総合的な応急対策を指揮する必要がある場合、災害現場付近の公共

施設等に現地対策所を設置することができる。 

現地対策所は、市災害対策本部の本部事務局、各部、各班と相互に連携して業務を行う。 

 

 ５ 動員の発令 
市長又は危機管理監は、特殊災害に対して別表に定める特殊災害における配備の基準により動

員を発令する。ただし、特殊災害の種類、規模、発生の時期、その他により必要と認められると

きは、基準と異なる動員を発令することができる。 

 

 ６ 各体制の配備人員等 
各体制における詳細な配備人員等は、災害対策本部要綱に定める。 
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第２章 鉄道災害対策 
 

 １ 基本方針 
列車の衝突等による多数の死傷者等の発生といった鉄道災害が発生した場合は、市、鉄道事業

者、警察署、県等の関係機関は相互に連携し、救出・救助、医療救護、消火活動、広報等の対策

を実施する。 

 

 ２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担 当 

都市建設局（まちづくり計画部） ★ 
鉄道事業者との連絡調整等に関す

ること。 

消 防 局 
★ 情報伝達、消防活動等に関すること。 

消 防 団 

本 部 事 務 局 
★ 情報伝達に関すること。 

区 本 部 事 務 局 

関 係 各 局 ★ 関連する応急対策活動に関すること。 

関  係 

機  関 

東 日 本 旅 客 鉄 道 （株） 

－ 鉄道災害の防止対策に関すること。 

小 田 急 電 鉄 （株） 

京 王 電 鉄 （株） 

神 奈 川 県 

警 察 署 

 

 ３ 災害情報の収集・連絡 
（１）事故情報等の連絡 

大規模な鉄道災害が発生した場合、鉄道事業者は、速やかに国土交通省（関東運輸局）、警

察署及び市に連絡し、本部事務局は県に連絡する。 

 

 
 
（２）被害情報の収集・連絡 

本部事務局及び消防局は、人的被害の状況等の情報を収集する。また、本部事務局は被害規

模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から、直ちに県へ報告する。 

県へ報告できない場合及び次の基準に該当する災害又は事故が発生した場合には、消防局は

「火災・災害等即報要領」に基づき、総務省消防庁へも報告を行う（覚知後３０分以内）。 

ア 直接即報基準に該当する災害（列車火災）を覚知した場合 

イ 通信の途絶等により県に報告することができない場合 

ウ １１９番通報が殺到した場合にその状況を報告 
 

市（消防局、本部事務局） 

警 察 署 

神 奈 川 県 

関

東

運

輸

局 警 察 本 部 

鉄

道

事

業

者 
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（３）応急対策活動情報の連絡 
本部事務局は、応急対策等の活動状況を県に報告し、応援の必要性等を連絡する。 

 

 ４ 市の対策活動 
（１）活動体制 

大規模な鉄道災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、必要と認めるときは、危機

管理監は、特殊災害初動体制（レベル１）、特殊災害警戒本部体制（レベル２）、市長は災害対

策本部体制（レベル３）を状況に応じて確立する。 

（２）応急対策活動 
関係各局は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア 負傷者の救出・救助及び医療救護 

イ 消火活動及び消防相互応援協定に基づく応援要請の実施 

ウ 周辺市民への災害広報の実施 

エ 周辺市民への避難勧告又は避難指示（緊急） 

オ 関係機関等と連携し、被災者の家族等関係者からの問い合わせ対応や各種情報提供 

カ その他必要な措置 

 

 ５ 県の対策活動 
（１）活動体制 

県は、災害の状況に応じて事故対策本部、災害対策本部、現地災害対策本部等を設置し、必

要な措置を講ずる。 

（２）応急対策活動 
県は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア 広域的な応援要請 

イ 自衛隊の災害派遣要請 

ウ 救護班の派遣及び関係機関への協力要請 

エ 車両、ヘリコプター等の輸送手段の確保 

オ 災害広報の実施 

カ その他必要な措置 

 

 ６ 警察の対策活動 
（１）活動体制 

警察は、災害の状況に応じて県災害警備本部、警察署災害警備本部等を設置し、必要な措置

を講ずる。 

（２）応急対策活動 
ア 負傷者の救出・救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

イ 被害が拡大するおそれがある場合には、立入禁止区域を設定するとともに、地域住民等に

対する避難誘導活動を迅速に行う。 

ウ 危険防止及び応急対策のため、必要に応じて交通規制を実施する。 

 

 ７ 鉄道事業者の対策活動 
（１）活動体制 

鉄道事業者は、災害の状況に応じて事故対策本部、現地対策本部等を設置し、必要な措置を

講ずる。 

（２）応急対策活動 
鉄道事業者は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア 続発事故の防止 

イ 負傷者の救出・救助及び救急措置 

ウ 警察署、消防機関、関係機関等への救援要請 

エ 初期消火活動及び消火活動への協力 
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オ 他路線への振替輸送、バス代行輸送等の代替交通手段の確保 

カ 利用客への災害広報の実施 

キ その他必要な措置 

 

 

 ◆ 資料編参照 
※１０ 要領・規程・協定（消防相互応援協定） 
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第３章 道路災害対策 
 

 １ 基本方針 
道路構造物の被災等による多数の死傷者等の発生といった道路災害が発生した場合は、市、各

道路管理者、警察署、県等の関係機関は相互に連携し、救出・救助、医療救護、消火活動、広報

等の対策を実施する。 

 

 ２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担 当 

都 市 建 設 局 （ 道 路 部 ） ★ 道路管理者との連絡調整等に関すること。 

消 防 局 
★ 情報伝達、消防活動等に関すること。 

消 防 団 

本 部 事 務 局 
★ 情報伝達に関すること。 

区 本 部 事 務 局 

関 係 各 局 ★ 関連する応急対策活動に関すること。 

関 係 

機 関 

道 路 管 理 者 

－ 道路災害の防止対策に関すること。 神 奈 川 県 

警 察 署 

 

 ３ 災害情報の収集・連絡 
（１）災害情報等の連絡 

大規模な道路災害が発生した場合、各道路管理者は、速やかに国土交通省に連絡する。 

県は、国土交通省から受けた情報を、市及び関係機関等に連絡する。 

（２）被害情報の収集・連絡 
各道路管理者は、被災状況を国土交通省に連絡する。 

本部事務局及び消防局は、人的被害の状況等の情報を収集する。また、本部事務局は被害規

模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から、直ちに県へ報告する。 

県へ報告できない場合及び次の基準に該当する災害又は事故が発生した場合には、消防局は

「火災・災害等即報要領」に基づき、総務省消防庁へも報告を行う（覚知後３０分以内）。 

ア 直接即報基準に該当する災害（トンネル内車両火災）を覚知した場合 

イ 通信の途絶等により県に報告することができない場合 

ウ １１９番通報が殺到した場合にその状況を報告 

（３）応急対策活動情報の連絡 
各道路管理者は、応急対策等の活動状況、対策本部設置状況を国土交通省に連絡する。 

本部事務局は、応急対策等の活動状況を県に報告し、応援等の必要性の有無を連絡する。 

県は、自ら実施する応急対策の活動状況を、市に連絡する。 

 

 ４ 市の対策活動 
（１）活動体制 

大規模な道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、必要と認めるとき、危機管

理監は、特殊災害初動体制（レベル１）、特殊災害警戒本部体制（レベル２）、市長は災害対策

本部体制（レベル３）を状況に応じて確立する。 

（２）応急対策活動 
関係各局は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア 負傷者の救出・救助及び医療救護 

イ 消火活動及び消防相互応援協定に基づく応援要請の実施 
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ウ 周辺市民への災害広報の実施 

エ 関係機関等と連携し、被災者の家族等関係者からの問い合わせ対応や各種情報提供 

オ 危険物流出時の防除活動、避難誘導 

カ その他必要な措置 

 

 ５ 県の対策活動 
（１）活動体制 

県は、災害の状況に応じて事故対策本部、災害対策本部、現地災害対策本部等を設置し、必

要な措置を講ずる。 

（２）応急対策活動 
県は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア 広域的な応援要請 

イ 自衛隊の災害派遣要請 

ウ 救護班の派遣及び関係機関への協力要請 

エ 車両、ヘリコプター等の輸送手段の確保 

オ 災害広報の実施 

カ その他必要な措置 

 

 ６ 警察の対策活動 
（１）活動体制 

警察は、災害の状況に応じて県警備本部、警察署警備本部等を設置し、必要な措置を講ずる。 

（２）応急対策活動 
ア 負傷者の救出・救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

イ 交通量の多い道路で災害が発生し、被害が拡大するおそれがある場合には、立入禁止区域

を設定するとともに、通行者、通行車両等に対する交通規制及び避難誘導を迅速に行う。 

ウ 危険物の流出が認められた場合、直ちに警戒線を設定し、避難誘導活動を行う。 
 

 ７ 道路管理者の対策活動 
（１）活動体制 

道路管理者は、災害の状況に応じて事故対策本部、現地対策本部等を設置し、必要な措置を

講ずる。 

（２）応急対策活動 
道路管理者は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア 状況に応じた通行規制及び警察署、交通機関への連絡等 

イ 道路障害物の除去、仮設等の応急復旧による道路交通の確保 

ウ 道路施設の応急復旧 

エ 災害広報の実施 

オ 危険物流出時の防除活動、避難誘導 

カ その他必要な措置 

 

 

 ◆ 資料編参照 
※１０ 要領・規程・協定（消防相互応援協定） 
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第４章 航空災害対策 
 

 １ 基本方針 
航空機の墜落等による多数の死傷者等の発生といった航空災害が発生した場合は、市、航空運

送事業者、警察署、県等の関係機関は相互に連携し、救出・救助、医療救護、消火活動、広報等

の対策を実施する。 

 

 ２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担 当 

市 長 公 室 （ 総 合 政 策 部 ） ★ 
航空運送事業者との連絡調整等に関

すること。 

消 防 局 
★ 情報伝達、消防活動等に関すること。 

消 防 団 

本 部 事 務 局 
★ 情報伝達に関すること。 

区 本 部 事 務 局 

関 係 各 局 ★ 関連する応急対策活動に関すること。 

関 係 

機 関 

神 奈 川 県 
－ 航空災害の防止対策に関すること。 

警 察 署 

 

 ３ 災害情報の収集・連絡 
（１）事故情報等の連絡 

ア 民間航空機の場合 

航空災害が発生した場合、目撃者等は、速やかに市、警察等に連絡し、本部事務局は、県

に連絡する。 

 

 
 

前記によるほか、航空運送事業者は、自己の運行する航空機について事故等が発生した場

合は、直ちに国土交通省に連絡し、国土交通省は、事故情報等を関係省庁、県等に連絡する。 

県は、国土交通省から事故等の情報を受けたとき、市、関係機関等に連絡する。 

イ 米軍機の場合 

航空事故等連絡協議会による航空事故等に係る緊急措置要領に基づき、連絡等を行う。 

 

市 （ 消 防 局 ・ 本 部 事 務 局 ） 

東 京 空 港 事 務 所 

第三管区海上保安本部 

航 空 運 送 事 業 者 

航空機事故調査委員会 

神 奈 川 県 

国 土 交 通 省 

警 察 本 部 警 察 署 

目 
 

撃 
 

者 
 

等 
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航空事故等緊急連絡経路図 

 
※関係各局及び目撃者から米軍機の航空事故等の報告があった場合は消防局と連携し、以下の

とおりに各局と連携を図る。 

 
 

ウ 自衛隊機の場合 

上記「イ 米軍機の場合」に準じて自衛隊の各部隊が主となり連絡等を行う。 

（２）被害情報の収集・連絡 
本部事務局及び消防局は、人的被害の状況等の情報を収集する。また、本部事務局は被害規

模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から、直ちに県へ報告する。 

県へ報告できない場合及び次の基準に該当する災害又は事故が発生した場合には、消防局は

「火災・災害等即報要領」に基づき、総務省消防庁へも報告を行う（覚知後３０分以内）。 

ア 直接即報基準に該当する災害（航空機火災）を覚知した場合 

イ 通信の途絶等により県に報告することができない場合 

ウ １１９番通報が殺到した場合にその状況を報告 

（３）応急対策活動情報の連絡 
本部事務局は、応急対策等の活動状況を県に報告し、応援等の必要性の有無を連絡する。 

県は、自ら実施する応急対策の活動状況を、市に連絡する。 

 

 ４ 市の対策活動 
（１）活動体制 

大規模な航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、必要と認めるとき、危機管

理監は、特殊災害初動体制（レベル１）、特殊災害警戒本部体制（レベル２）、市長は災害対策

本部体制（レベル３）を状況に応じて確立する。 

（２）応急対策活動 
関係各局は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア 負傷者の救出・救助及び医療救護 

相模原市消防局 市災害対策本部 
市 （ 基 地 対 策 課 ） 

県 （ 基 地 対 策 課 ） 
南関東防衛局 

 
現  地  米  軍 

在  日  米  軍 

110 番 118 番等 

目  撃  者  等

防 衛 省 

119 番等 

 
自  衛  隊 

 
南関東防衛局 

関係行政機関 

所 轄 

警  察  署 

横 浜 ・ 横 須 賀 

海 上 保 安 部 

神  奈  川  県 

（危機管理対策課） 

神 奈 川 県 

警 察 本 部 

第三管区海上保安本部 

救難課運用司令ｾﾝﾀｰ 

相 模 原 市 消 防 局 

（境界不明の時は最寄機関） 

米軍航空事故等 

日米航空事故等 

自衛隊航空事故等 
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イ 消火活動及び消防相互応援協定に基づく応援要請の実施 

ウ 周辺市民への災害広報の実施 

エ 関係機関等と連携し、被災者の家族等関係者からの問い合わせ対応や各種情報提供 

オ その他必要な措置 

 

 ５ 県の対策活動 
（１）活動体制 

県は、災害の状況に応じて事故対策本部、災害対策本部、現地災害対策本部等を設置し、必

要な措置を講ずる。 

（２）応急対策活動 
県は、被害情報等に基づき、次に掲げる必要な措置を講ずる。 

ア 広域的な応援要請 

イ 自衛隊の災害派遣要請 

ウ 救護班の派遣及び関係機関への協力要請 

エ 車両、ヘリコプター等の輸送手段の確保 

オ 災害広報の実施 

カ その他必要な措置 

 

 ６ 警察の対策活動 
（１）活動体制 

警察は、災害の状況に応じて県災害警備本部、警察署災害警備本部等を設置し、必要な措置

を講ずる。 

（２）応急対策活動 
ア ヘリコプターなど多様な手段を活用して捜索を実施する。 

イ 負傷者の救出・救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

ウ 航空機が人家密集地へ墜落した場合、その他被害が拡大するおそれがある場合には、立入

禁止区域を設定するとともに、地域住民等に対する避難誘導活動を迅速に行う。 

エ 危険防止及び応急対策のため、必要に応じて交通規制を実施する。 

 

 ７ 関係事業者等の対策活動 
（１）関係事業者 

関係事業者は、発災後速やかに事故対策本部等を設置し、災害の拡大防止に必要な措置を講

ずる。 

（２）東京空港事務所 
航空保安業務処理規程及び東京空港事務所各業務処理規程により捜索救難措置を行う。 

（３）海上自衛隊第４航空群（自衛隊機） 
航空事故等連絡協議会規約に基づく、航空事故等に係る緊急措置要領により、応急救助活動

を行う。 

（４）南関東防衛局（米軍機） 
連絡所を設置し、通信・輸送対策等を実施する。 

 

 

 ◆ 資料編参照 
※１０ 要領・規程・協定（消防相互応援協定） 

※１１－１４ 大規模地震時における相模原沈殿池の使用に関する覚書 
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第５章 危険物等災害対策 
 

第１節 危険物等応急対策 
 

 １ 基本方針 
石油類等の危険物、高圧ガス、火薬類、毒物・劇物又は有害物質（以下「危険物等」という。）

の漏えい、流出、飛散又は危険物等による火災、爆発が発生した場合は、市、関係事業者、警察

署、県等の関係機関は相互に連携し、救出・救助、医療救護、消火活動、広報等の対策を実施す

る。 

 

 ２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担 当 

健康福祉局（保健衛生部） ★ 毒物・劇物の災害防止対策に関すること。 

環境経済局（環境共生部） ★ 
有害物質の状況把握・情報提供等に関

すること。 

消 防 局 
★ 情報伝達、消防活動等に関すること。 

消 防 団 

本 部 事 務 局 
★ 情報伝達に関すること。 

区 本 部 事 務 局 

関 係 各 局 ★ 関連する応急対策活動に関すること。 

関 係 

機 関 

警 察 署 － 危険物施設等の災害防止対策に関すること。 

神 奈 川 県 － 
高圧ガス・火薬類・毒物劇物施設等の

災害防止対策に関すること。 

 

 ３ 災害情報の収集・連絡等 
（１）事故情報等の連絡 

危険物等による災害発生時の連絡は、それぞれの管轄官庁により定められているが、原則は

次のとおりであり、関係事業者等は、市及び警察署に連絡し、本部事務局は県に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 

災 

事 

業 

所 警 察 署 

神奈川県 

消 防 庁 

経 済 産 業 省 

厚 生 労 働 省 

危 険 物 

毒物・劇物 
警察本部 

目 
 

撃 
 

者 

市（消防局・ 

本部事務局） 

高圧ガス 

火 薬 類 経 済 産 業 省 

関 東 東 北 産 業 

保 安 監 督 部 

液化石油ガス法 

に 基 づ く ガ ス 
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（２）被害情報の収集・連絡 
本部事務局及び消防局は、人的被害の状況、火災の発生状況等の情報を収集する。また、本

部事務局は被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から、直ちに県へ報告する。 

県へ報告できない場合及び次の基準に該当する災害又は事故が発生した場合には、消防局は

「火災・災害等即報要領」に基づき、総務省消防庁へも報告を行う（覚知後３０分以内）。 

ア 直接即報基準（危険物等に係る事故）(資料編２－７参照)に該当する災害を覚知した場合 

イ 通信の途絶等により県に報告することができない場合 

ウ １１９番通報が殺到した場合にその状況を報告 

（３）応急対策活動情報の連絡 
本部事務局は、応急対策等の活動状況を県に報告し、応援等の必要性を連絡する。 

県は、自ら実施する応急対策の活動状況を、市に連絡する。 

（４）関係者等への情報提供等 
本部事務局は、関係機関等と連携し、被災者の家族等関係者からの問い合わせ対応や各種情

報提供を行う。 

 

 ４ 石油類等危険物対策 
石油類等危険物による災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、事業者、市、

警察署等は、対策本部を設置するなどして、必要な措置を講ずる。 

（１）事業者 
ア 発火源の除去、石油類の流出、拡散防止策等の応急措置をとるとともに、警察署及び消防

署へ直ちに通報する。 

イ 貯蔵容器等が危険な状態になったときは、直ちに安全な場所に移動する。 

ウ 上記の措置を講ずることができないときは、従業者を避難させるとともに、必要に応じて

施設周辺の市民の避難誘導を行う。 

エ 消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなどして進入を容易にし、かつ、災害の状況

及び石油類等の品名、保有量、位置、消火設備等について消防隊に報告する。 

（２）消防局、消防団 
ア 危険物の流出、爆発等のおそれのある作業及び移送を停止させるとともに、施設の応急点

検と出火等の防止措置を行うよう、状況に応じて指導する。 

イ 混触火災による出火防止措置と初期消火活動を実施するとともに、タンク破壊等による流

出及び異常反応、広域拡散の防止措置と応急対策を行うよう、状況に応じて指導する。 

ウ 被害の拡大を防止するため、関係機関と連携を密にして、消防活動を実施する。 

エ 警戒区域を設定し、施設周辺の市民の避難誘導及び広報など、必要な措置を講ずる。 

オ 危険物が大量流出した場合、関係機関と協力して直ちに防除活動を行う。 

カ 負傷者の救出・救助活動及び救急活動の実施。 

（３）環境経済局 
ア 危険物が河川等に大量流出した場合、直ちに関係機関と協力して汚染区域の状況を把握す

る。 

イ 危険物が河川に流出し、市域外に影響を及ぼし、又はそのおそれがあるときは、｢公共用

水域における汚水、廃液等による水質事故対策要綱｣に基づき、県及び関連市町村への情報

提供を行う。 

（４）警察署 
ア 負傷者の救出・救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

イ 危険物等が漏えい又は飛散した場合には、直ちに立入禁止区域を設定するとともに、関係

機関と緊密に連携して地域住民の避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制等を行う。 

 

 ５ 高圧ガス対策 
高圧ガスによる災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、事業者、市、警察署、

県等は、対策本部を設置するなどして、必要な措置を講ずる。 
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（１）事業者 
ア 必要に応じ設備内のガスを安全な場所に移動し、又は安全に放出し、この作業に必要な作

業員の他は待避させる等の安全措置をとるとともに、事故が発生した場合又は発生するおそ

れがある場合は、警察署及び消防署に直ちに通報する。 

イ 貯蔵所又は充塡容器が危険な状態になったときは、直ちに充填容器を安全な場所に移動す

る。 

ウ 上記の措置を講ずることができないときは、従業者を避難させるとともに、必要に応じて

施設周辺の市民の避難誘導を行う。 

エ 充塡容器が外傷又は火災を受けた場合には、充塡されている高圧ガスを安全な場所で廃棄

し、又はその容器とともに被害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋め

る。 

オ 消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなどして進入を容易にし、かつ、災害の状況

及び高圧ガスの品名、保有量、位置、消火設備の状況等について消防隊に報告する。 

（２）消防局、消防団 
ア 事業所に対し、必要に応じた保安措置等について指導する。 

イ 高圧ガス施設の破損等に伴う被害の拡大を防止するため、関係機関と連携を密にして、消

防活動を実施する。 

ウ 警戒区域を設定し、高圧ガス施設の周辺の市民の避難誘導、広報、その他必要な措置を講

ずる。 

エ 負傷者の救出・救助活動及び救急活動を実施する。 

オ 高圧ガス施設の責任者に対して、危害防止のための応急措置を講ずるよう指示する。 

カ 警察署と協力して、交通遮断、避難誘導、広報活動等の必要な措置をとる。 

（３）警察署 
ア 負傷者の救出・救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

イ ガス爆発の危険性がある場合には、直ちに立入禁止区域を設定するとともに、関係機関と

緊密に連携して地域住民の避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制等を行う。 

 

 ６ 火薬類対策 
火薬類による災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、事業者、市、警察署、

県等は、対策本部を設置するなどして、必要な措置を講ずる。 

（１）事業者 
ア 保管又は貯蔵中の火薬類を安全な場所に移す余裕がある場合には、速やかに安全な場所に

移し、見張り人を付けて、関係者以外の者が近づくことを禁止するとともに、警察署及び消

防署へ直ちに通報する。 

イ 道路が危険であるか又は搬出の余裕がない場合は、火薬類を水中に沈める等の安全措置を

講ずる。 

ウ 搬出の余裕がない場合は、火薬庫にあっては、入口等を目張り等で完全に密閉し、爆発に

より危害を受けるおそれのある地域は、全て立入禁止の措置をとり、危険区域内の市民を避

難させるための措置を講ずる。 

エ 消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなどして進入を容易にし、かつ、災害の状況

及び事業所内の火薬類等の保有量並びに保有位置等について報告する。 

（２）消防局、消防団 
ア 火災に際しては、誘発防止のため、延焼拡大を阻止する消防活動を行う。 

イ 警戒区域を設定し、施設の周辺の市民の避難誘導、広報等、必要な措置を講ずる。 

ウ 施設の責任者に対して、危害防止のための応急措置を講ずるよう指示する。 

エ 警察署と協力して、交通遮断、避難誘導、広報活動等の必要な措置をとる。 

（３）警察署 
ア 負傷者の救出・救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

イ 火薬類の引火爆発の危険性がある場合には、直ちに立入禁止区域を設定するとともに、関

係機関と緊密に連携して地域住民の避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制等を行う。 
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 ７ 毒物・劇物対策 
毒物、劇物による災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、事業者、市、警察

署、県等は、対策本部を設置するなどして、必要な措置を講ずる。 

（１）事業者 
ア 発火源の除去、毒物・劇物の安全な場所への移動、漏えい防止及び除毒措置等の安全措置

を講ずるとともに、警察署及び消防署に直ちに通報する。 

イ 上記の措置を講ずることができないとき又は必要と認められるときは、従業者及び施設周

辺の市民に対して、避難の誘導を行う。 

ウ 消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなどして進入を容易にし、かつ、災害の状況

及び事業所内の毒物・劇物の品名、保有量並びに保有位置等について報告する。 

（２）消防局、消防団 
ア 火災に対しては、事業者と連携を密にして、施設の延焼阻止、汚染区域の拡大を防止する。 

イ 警戒区域を設定し、毒物・劇物の保管施設周辺の市民の避難誘導及び広報など、必要な措

置をとる。 

ウ 毒物・劇物が大量流出した場合は、関係機関と連携し、その防除活動を行う。 

エ 負傷者の救出・救助活動及び救急活動。 

（３）健康福祉局 
ア 毒物・劇物製造（輸入）業者以外の事業者（販売業者、特定毒物使用者、特定毒物研究者、

届出事業者、その他の業務上取り扱う事業者）の監視指導権限は市長であり、この保管施設

の責任者に対して、危害防止のための応急措置を講ずるよう指示する。 

イ 災害の状況により、住民健康被害相談の実施及びその広報などを行う。 

（４）警察署 
ア 負傷者の救出・救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

イ 毒物・劇物が漏えい又は飛散した場合には、直ちに立入禁止区域を設定するとともに、関

係機関と緊密に連携して地域住民の避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制等を行う。 

（５）県 
ア 毒物・劇物製造（輸入）業者の保管施設の責任者に対して、危害防止のための応急措置を

講ずるよう指示する。 

イ 毒物・劇物が河川等に大量流出した場合は、国、市とともに関係機関の協力を得て、その

処理など必要な措置を講ずる。 

 

 ８ 有害物質対策 
有害物質による災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、事業者、市、警察署

等は、対策本部を設置するなどして、必要な措置を講ずる。 

（１）事業者 
ア 発火源の除去、有害物質の安全な場所への移動、又は流出・拡散防止対策等の応急措置を

とるとともに、警察署、消防局、環境経済局に直ちに報告する。 

イ 上記の措置を講ずることができないとき又は必要と認められるときは、従業者及び施設周

辺の市民に対して、避難の誘導を行う。 

ウ 消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなどして進入を容易にし、かつ、災害の状況

及び事業所内の有害物質の品名、保有量、保有位置等について報告する。 

（２）消防局、消防団 
ア 火災に対しては、事業者と連携を密にして、施設の延焼防止、有害物質による汚染区域の

拡大を防止する。 

イ 警戒区域を設定し、有害物質取扱施設等周辺の市民の避難誘導及び広報活動など、必要な

措置をとる。 

ウ 有害物質が大量流出した場合は、関係各部と連携し、その防除活動を行う。 

エ 負傷者の救出・救助活動及び救急活動の実施。 

（３）環境経済局 
ア 関係機関と連携を密にして、有害物質の流出・拡散状況の把握を行う。 
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イ 有害物質が河川に流出し、市域外に影響を及ぼし、又はそのおそれがあるときは、｢公共

用水域における汚水、廃液等による水質事故対策要綱｣に基づき、県及び関連市町村への情

報提供を行う。 

（４）警察署 
ア 負傷者の救出・救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

イ 有害物質が漏えい又は飛散した場合には、直ちに立入禁止区域を設定するとともに、関係

機関と緊密に連携して地域住民の避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制等を行う。 

 

 

 ◆ 資料編参照 
※１４－７ 危険物施設数一覧表 

※１４－８ 高圧ガス取扱事業所数一覧表 

※１４－９ 液化石油ガス取扱事業所数一覧表 

※１４－１０ 火薬類取扱事業所数一覧表 

※１４－１１ 毒物・劇物事業者数一覧表 
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第２節 放射性物質災害対策 
 

 １ 基本方針 
放射性物質の取扱事業所における事故又は原子力事業者等による核燃料物質の輸送中に事故

が発生した場合は、国の関係省庁において安全対策がとられる。市は、国が実施する安全対策に

県とともに協力、支援して、円滑な対策活動を実施する。 

 

 ２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担 当 

本 部 事 務 局 ★ 
被害状況等の情報収集、国・県との連

絡調整に関すること。 

消 防 局 ★ 
事故発生の通報受理、被害状況の把握、

情報伝達、消防活動等に関すること。 

区 本 部 事 務 局 ★ 情報伝達に関すること。 

関 係 各 局 ★ 関連する応急対策活動に関すること。 

関 係 

機 関 

神 奈 川 県 

－ 放射性物質災害の防止対策に関すること。 警 察 署 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

 ３ 災害情報の収集・連絡 
（１）事故情報等の連絡 

放射性物質取扱事業者等は、事故が発生した場合、速やかに原子力規制委員会、経済産業省、

消防局及び警察署に連絡する。なお、道路輸送時における事故の場合は、国土交通省にも連絡

する。 

 

 
 
 
（２）被害情報の収集・連絡 

放射性物質取扱事業者等は、被害状況を消防局、警察署及び原子力規制委員会に連絡する。 

本部事務局及び消防局は、人的被害の状況等の情報を収集する。また、本部事務局は被害規

模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から、直ちに県へ報告する。 

県へ報告できない場合及び次の基準に該当する災害又は事故が発生した場合には、消防局は

「火災・災害等即報要領」に基づき、総務省消防庁へも報告を行う（覚知後３０分以内）。 

ア 直接即報基準（原子力災害）に該当する災害を覚知した場合（資料編２－７参照） 

警 察 庁 

最 寄 り の 

消 防 署 

（ 本 署 ・ 

 分 署 等 ） 

最 寄 り の 

警 察 署 

消 防 局 本部事務局 

警 察 本 部 

 

神奈川県 

消 防 庁 

原子力規制委員会等 

放

射

性

物

質

取

扱

事

業

所

等 

関係省庁 
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イ 通信の途絶等により県に報告することができない場合 

ウ １１９番通報が殺到した場合にその状況を報告 

（３）応急対策活動情報の連絡 

放射性物質取扱事業者等は、原子力規制委員会及び関係市町村に、応急対策等の活動状況、

被害状況等を定期的に文書により連絡する。 

本部事務局は、応急対策等の活動状況を県に報告し、応援等の必要性を連絡する。 

県は、自ら実施する応急対策の活動状況を、市に連絡する。 

 

 ４ 応急対策活動 
市及び県は、放射性物質による災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、関係省庁と

十分に連携し、その指導、助言及び協力を受けるとともに、必要に応じて、次の応急対策活動を

実施する。 

（１）市の措置 
本部長は、災害応急対策上必要と認めるときは、県とともに事態に対処できる体制を確立し、

次の応急対策を実施する。 

なお、本部事務局は、必要に応じて専門家の助言及び指導を得るため、関係省庁に対して原

子力関係の専門家又は専門知識を有する職員の派遣を求めるとともに、原子力関係機関に対し、

必要な人員及び資機材の応援を要請する。 

ア 救出・救助、救急活動 

イ 消火活動 

ウ 医療救護活動 

エ 周辺市民等に対する災害広報 

オ 警戒区域の設定 

カ 周辺市民等に対する屋内待避又は避難勧告又は避難指示（緊急）、避難誘導 

キ 避難所の開設、運営 

ク 関係機関等と連携し、被災者の家族等関係者からの問い合わせ対応や各種情報提供 

ケ その他必要な措置 

（２）県の措置 
県は、災害応急対策上必要と認めるときは、事態に対処できる体制を確立し、次の応急対策

を講ずる。 

なお、県は、必要に応じて専門家の助言及び指導を得るため、関係省庁に対して原子力関係

の専門家又は専門知識を有する職員の派遣を求めるとともに、原子力関係機関に対し、必要な

人員及び資機材の応援を要請する。 

ア 広域的な応援要請 

イ 医療救護活動の実施 

ウ 県指定緊急被ばく医療施設への搬送調整 

エ その他必要な措置 

（３）警察の措置 
警察は、災害の状況に応じて県災害警備本部、警察署災害警備本部等を設置し、関係機関と

連携して、次の応急対策を実施する。 

ア 周辺住民等の屋内待避、避難誘導その他の防護活動 

イ 犯罪の予防等社会秩序の維持活動 

ウ 緊急輸送のための交通の確保 

エ 周辺住民等への情報伝達 

オ 搬送中の事故時における負傷者の救出・救助活動 

カ その他必要な措置 
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 ５ 広報活動 
（１）市の措置 

市長公室は、火災等により周辺環境に影響を及ぼす放射性物質の漏えい等の事故が発生し、

又は発生するおそれがある場合（以下｢緊急時｣という。）に防災行政用同報無線（ひばり放送）、

（株）エフエムさがみ、（株）ジェイコムイースト、広報車等あらゆる広報手段を用い、周辺

住民に対して広報活動を行う。 

ア 事故等の状況及び今後の予測 

イ 被害状況と応急対策の実施状況 

ウ 市民のとるべき措置及び注意事項 

エ 他の機関からの広報依頼事項のうち必要と認められる事項 

オ その他必要な措置 

（２）県の措置 
ア 市への情報提供 

県は、緊急時は、市が行う広報活動に必要な情報を随時提供する。 

イ 報道機関への放送要請 

（ア）県は、「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、日本放送協会横浜放送局、（株）

アール・エフ・ラジオ日本、（株）テレビ神奈川及び横浜エフエム放送（株）に対し、次

の広報を要請する。 

ａ 事故等の状況及び今後の予測 

ｂ 被害状況と応急対策の実施状況 

ｃ 県民のとるべき措置及び注意事項 

ｄ 他の機関からの広報依頼事項のうち必要と認められる事項 

ｅ その他必要な事項 

（イ）県は、「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、テレビ局、ラジオ局、新聞

社に対し、被害状況、応急対策の実施状況等について、広報を要請する。 

（３）防災関係機関の措置 
防災関係機関は、周辺住民のニーズを把握し、それぞれが定めた広報計画に基づき、住民及

び利用者に対して、交通・ライフライン等に関する広報を行うとともに、必要があるときは、

市及び報道機関に広報を要請する。 

（４）住民からの問い合わせに対する対応 
市及び県は、関係機関と連携して、住民等からの問い合わせに対応するための専用電話を備

えた窓口を設置する。 

 

 ６ 測定体制の強化 
（１）市の措置 

市は、放射能測定資機材の整備に努める。 

（２）県の措置 
県は、必要に応じ国等の専門家の助言・指導を得て、関係機関とともに緊急時のモニタリン

グ活動を行うなど、放射性物質による環境への影響について把握するとともに、その結果を速

やかに公表する。 

 

 ７ 災害復旧 
（１）汚染物の除去 

災害発生に係る放射性物質取扱事業者等は、放射性物質による汚染を除去する。 

（２）各種制限措置の解除 
市、県、その他関係機関は、環境放射線モニタリング等による地域の汚染状況の調査等の措

置が行われたのち、国の専門家の助言を踏まえ、各種制限措置の解除を行う。 

（３）安全の確認 
市及び県は、各種制限措置の解除を待って、放射性物質災害対策を終息する。 
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 ◆ 資料編参照 
※１４－１２ 放射性物質取扱事業所数一覧表 
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第３節 原子力事故災害対策 
 

 １ 基本方針 
市、県、国等の防災関係機関は、原子力事業所等の事故による放射性物質の拡散又は放射線の

影響から住民の生命、身体、財産を保護するため、できる限り早期に的確な応急対策を実施する。 

なお、相模原市内に原子力事業所は存在せず、原子力災害に関する「予防的防護措置を準備す

る区域（ＰＡＺ：原子力事業所から概ね５ｋｍ以内）」及び「緊急防護措置を準備する区域（Ｕ

ＰＺ：同３０ｋｍ以内）」に本市域は含まれない。 

しかし、東日本大震災における原子力災害では放射性物質が広範囲に拡散し、住民生活や産業

に甚大な被害をもたらしたことを踏まえ、市外周辺に立地する原子力発電所や原子力事業所等の

事故により放射性物質若しくは放射線の影響が広範囲に及び、原子力緊急事態に伴う屋内退避若

しくは避難が必要となった場合、又はそのおそれのある場合を想定して災害応急対策を定める。 

また、大規模自然災害と原子力発電所に係る事故等が同時期に発生した場合には、情報収集・

連絡活動、モニタリング、屋内退避、避難誘導等の防護活動、緊急輸送活動等に支障が出る可能

性があることを踏まえて対応する。 

 

 ２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担 当 

本 部 事 務 局 
★ 

情報の収集・伝達、避難勧告等に関す

ること。 区 本 部 事 務 局 

関 係 各 局 ★ 関連する応急対策活動に関すること。 

関 係 

機 関 

神 奈 川 県 － 
国との連携、市町村間の調整等に関す

ること。 

警 察 署 － 
通行規制、緊急交通路の確保等に関す

ること。 

関 係 機 関 － 関連する応急対策活動に関すること。 

 

 ３ 情報の収集・連絡 
（１）情報の収集 

本部事務局は、市外周辺に立地する原子力発電所や原子力事業所等で特定事象が発生した場

合、国、県等から事故の発生状況、放射線量の測定情報及び拡散予測、避難対応等の情報を入

手する。 

（２）対策の協議 
本部事務局は、原子力事業所等の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、

本市域が原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域になった場合、原子力災害合同

対策協議会（※）や原子力事業所等の状況、モニタリング情報、住民避難・屋内退避等の状況

と併せて、国、所在県の緊急事態応急対策活動の状況を把握するとともに、県等と応急対策に

ついて協議する。 

※原子力災害合同対策協議会とは、国、都道府県、市町村、原子力事業者及び原子力防災専

門官等が、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、共有化することにより、それぞれ

が実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、緊急事態応急対策拠点施設

（オフサイトセンター）に組織される。また、国、都道府県、市町村並びに指定公共機関

及び事業者などで構成する。（原子力災害対策特別措置法の改正による） 

（３）連絡手段の確保 
本部事務局は、必要に応じて原子力災害合同対策協議会、県、原子力事業者、国等の防災関

係機関との情報連絡のための通信手段を確保する。 
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 ４ 活動体制の確保 
本部事務局は、原子力災害が発生した場合、県と連携を密にし、速やかに職員の非常招集、情

報収集・連絡体制の確立及び災害警戒本部又は災害対策本部の体制をとる。 

 

種 類 設 置 基 準 

特殊災害 

警戒本部 

ア 原子力事業所等の事故により放射性物質の拡散が広範囲に及ぶおそれがあ

るとき、又は発生することが予想され、市域に影響するおそれがあるとき。 

イ その他危機管理監が必要と認めるときとき。 

特殊災害 

対策本部 

ア 市域が原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域になったと

き。 

イ 市域に甚大な被害が発生したとき、又は発生することが予想されるとき。 

ウ その他市長が必要と認めるとき。 

 

 ５ モニタリング等 
（１）空間放射線量のモニタリング 

環境経済局は、モニタリングポストや必要に応じて市内各地及び公共施設等で空間放射線量

のモニタリングを実施し、結果をホームページ等で公表する。 

（２）放射性物質の測定 
健康福祉局、環境経済局、都市建設局、教育局は、県等と連携して、水道水、流通食料、農

林畜産物などの放射性物質を測定し、結果をホームページ等で公表する。 

 

 ６ 健康被害の防止 
健康福祉局は、県と連携して、必要に応じて人体に係るスクリーニング及び除染、医薬品の確

保、健康相談を実施する。 

 

 ７ 広報・問い合わせ対応等 
住民等への広報及び問い合わせへの対応は、「第２節 ５ 広報活動」（風－１６６参照）に準

じて行う。 

なお、情報提供に当たっては、災害時要援護者、一時滞在者等にも伝わるように配慮するとと

もに、県、国と連携して情報の一元化を図り、情報の空白時間がないよう留意して継続的な情報

提供に努める。 

また、必要に応じて相談窓口を設置して、関係各局、国及び県が連携して、住民等からの放射

線に関する健康相談、食料の安全等に関する相談、農林畜水産物の生産等に関する相談等に対応

する。 

 

 ８ 屋内退避、避難誘導等の防護活動 
（１）屋内退避及びコンクリート屋内退避 

屋内退避とは、原子力災害発生時に、住民が放射線被ばく及び放射性物質の吸入を低減する

ため自宅等の建物内に退避することをいう。 

コンクリート屋内退避とは、コンクリートの遮蔽効果により放射線による被ばくを低減させ、

また建物の気密性による放射性物質の呼吸による体内取り込みを少なくさせて、甲状腺被ばく

などを低減するためコンクリート製の建物内へ退避することをいう。 

（２）待避所 
待避所とは、屋内に退避するために、あらかじめ指定するコンクリート製等の建物をいう。 

（３）避難・避難情報の伝達手段 
本部事務局及び市長公室は、県と連携して、県内に原子力緊急事態が宣言され原子力災害対

策特別措置法第１５条第３項に基づき、内閣総理大臣から屋内退避又は避難に関する指示があ

った場合、住民等に次の方法等で情報を提供する。 
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〈避難情報の伝達手段〉 

ア 報道機関を通じたラジオ、テレビ、新聞などによる報道 

イ 警察署・交番等での情報提供、パトロールカーによる巡回、広報活動 

ウ 消防局の広報車等による広報活動 

エ 市の防災行政用同報無線や広報車等による広報活動 

オ 教育委員会等を通じた小・中学校への連絡 

カ 電気・ガス・通信事業者、鉄道事業者、各種団体の協力による広報活動 

キ インターネット、ホームページ、緊急速報メールを活用した情報提供 

 

（４）屋内退避又は避難の勧告及び避難の指示 
本部長は、内閣総理大臣から屋内退避若しくは避難に関する指示があったとき、又は原子力

緊急事態宣言があったときから原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において人の生命又

は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、

住民等に対する屋内退避又は避難勧告又は避難指示（緊急）を行う。 

避難勧告又は避難指示（緊急）を行う際、国や県等から放射線量の拡散予測を入手した場合

は、安全な方向や距離についても情報を提供する。 

ア 屋内退避対象地域の住民に対して、自宅等の屋内に退避するなど、必要な指示を行う。必

要に応じてあらかじめ指定された施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認し、

かつ管理者の同意を得た上で、退避所又は避難所を開設する。 

イ 避難誘導に当たっては、災害時要援護者とその付添人の避難を優先する。特に放射線の影

響を受けやすい妊婦、児童、乳幼児に配慮する。 

ウ 避難のための立ち退きの勧告又は指示を行った場合は、警察署、消防等と協力し、住民等

の避難状況を的確に把握する。 

エ 避難所の開設に当たっては、避難所ごとに避難者の早期把握に努めるとともに、情報の伝

達、食料、水等の配布等について避難者、住民、自主防災組織等の協力を得て、円滑な運営

管理を図る。 

 

<「原子力施設等の防災対策について」（以下、「防災指針」という。）で示されている屋内退避及

び避難等に関する指標>（平成２２年８月一部改訂）> 

予測線量（単位：ミリシーベルト） 

防護対策の内容 外部被ばく

による実効

線量 

内部被ばくによる等価線量 

・放射性ヨウ素による小児

甲状腺の等価線量 

・ウランによる骨表面又は

肺の等価線量 

・プルトニウムによる骨表

面又は肺の等価線量 

10～50 100～500 

住民は、自宅等の屋内へ退避すること。 

その際、窓等を閉め気密性に配慮すること。 

ただし、施設から直接放出される中性子線又はガ

ンマ線の放出に対しては、指示があれば、コンク

リート建物に退避するか、又は避難すること。 

50 以上 500 以上 
住民は、指示に従いコンクリート建物の屋内に退

避するか、又は避難すること。 

（注）１．予測線量は、国の原子力災害対策本部等で評価し、これに基づく周辺住民等の防護対策措

置についての指示等が行われる。 

２．予測線量は、放射性物質又は放射線の放出期間中、屋外に居続け、何らの措置も講じなけ

れば受けると予測される線量である。 
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３．外部被ばくによる実効線量、放射性ヨウ素による小児甲状腺の等価線量、ウランによる骨

表面又は肺の等価線量、プルトニウムによる骨表面又は肺の等価線量が同一レベルにない

ときは、これらのうちいずれか高いレベルに応じた防護対策をとるものとする。 

 

（５）広域避難活動 
本部事務局は、市外への避難の必要が生じた場合、他都市に対し収容先の供与及びその他災

害救助の協力を要請する。 

また、区本部事務局及び関係各局と連携して、避難対象者の把握、住民等の避難先の指定、

避難方法の周知を行う。 

その他、鉄道会社、バス会社等に避難者の輸送を、自衛隊に避難者の輸送に関する援助を依

頼する。 

（６）避難区域等における交通規制等 
本部長は、屋内退避又は避難を勧告若しくは指示した区域に、外部から車両等が進入しない

ように、警察署に交通規制及び立入制限等必要な措置をとるよう要請する。 

（７）緊急輸送のための交通路の確保 
警察署は、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して緊急輸送のための交通路を確保し、必要

な交通規制や交通情報の提供を行う。 

（８）県の調整 
周辺市町村も含む広域避難により、輸送体制、手段の不足、輸送路の渋滞等が予想される場

合は、県に市町村間の調整及び広域応援体制の確保を要請する。 

 

 ９ 飲食物の摂取制限等 
（１）飲食物の摂取制限 

健康福祉局、環境経済局、都市建設局は、国及び県からの指示があったとき、又は放射線被

ばくから地域住民を防護するために必要があると判断するときは、汚染水源の使用禁止、汚染

飲料水の飲用禁止、汚染飲食物の摂取制限等必要な措置を行う。 

（２）農林畜水産物の採取及び出荷制限 
環境経済局は、国及び県からの指示があったとき、又は放射線被ばくから地域住民を防護す

るために必要があると判断するときは、農林畜水産物の生産者、出荷機関及び市場の責任者等

に汚染農林畜水産物の採取の禁止、出荷制限等必要な措置を行う。 

（３）飲食物摂取制限に関する指標（防災指針及び厚生労働省通知より） 
事態の状況により、国は、飲食物に関する摂取制限のため、放射性物質に関する暫定基準を

設定することとなる。この基準に基づき、飲食物の放射性物質の測定を実施する。 

 

 １０ 災害復旧 
（１）放射性物質による汚染の除去等 

関係各局は、国が示す除染の方針に沿って、国が実施する汚染廃棄物の処理及び除染作業に

協力するとともに、必要に応じて汚染廃棄物の処理及び除染作業を行う。 

また、事故由来放射性物質を放出した原子力事業者は、環境の汚染への対処に関し、必要な

措置を講ずる。 

（２）その他災害後の対応 
ア 制限措置の解除 

関係各局は、災害時モニタリング等の調査、専門家の意見等を踏まえ、災害応急対策とし

て実施された屋内退避又は避難、立入制限、交通規制、飲料水・飲食物の摂取制限及び農林

畜水産物の採取・出荷制限等各種制限措置の解除を行う。 

イ モニタリング 

環境経済局は、関係各局及び関係機関と協力して、空間放射線量のモニタリングを行い、

その結果を速やかに公表する。 
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ウ 風評被害の防止 

環境経済局は、原子力災害による風評被害等の未然防止及び影響軽減のため、国、県、関

係団体等と連携し、かつ報道機関等の協力を得て、農林水産業、地場産業等の商品等の適正

な流通の促進、観光客の減少防止のための広報活動を行う。 

（３）健康被害の相談 
健康福祉局は、住民等からの心身の健康に関する相談に応じる。 
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第６章 雪害対策 
 

 １ 基本方針 
大雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による孤立などが発生した場合又は発生のおそ

れがある場合は、自助・共助の取組による除雪活動とともに、市、各道路管理者、警察署等の関

係機関は相互に連携し、救出・救助、広報等の対策を実施する。 

 

 ２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担 当 

本 部 事 務 局 
★ 情報収集、避難勧告等に関すること。 

区 本 部 事 務 局 

消 防 局 
★ 救助活動等に関すること。 

消 防 団 

都 市 建 設 局 （ 道 路 部 ） ★ 道路雪害対策に関すること。 

関 係 各 局 ★ 関連する応急対策活動に関すること。 

関 係 

機 関 

道 路 管 理 者 

－ 道路雪害対策に関すること。 

神 奈 川 県 

警 察 署 

相 模 原 市 建 設 関 連 団 体 

連 絡 協 議 会 

東 日 本 旅 客 鉄 道 （株） 

－ 鉄道雪害対策に関すること。 小 田 急 電 鉄 （株） 

京 王 電 鉄 （株） 

横 浜 地 方 気 象 台 － 気象情報に関すること。 

 

 ３ ライフライン施設等の機能の確保 
市及びライフライン事業者は、上下水道、電気、ガス、電話等のライフライン関連施設や廃棄

物処理施設について、雪害に対する安全性の確保を図る。 

 

 ４ 災害情報の収集・連絡・提供 
（１）災害情報等の連絡 

市は、横浜地方気象台から市内に大雪警報又は暴風雪警報が発表された場合は、情報連絡体

制に入り、情報収集等を行い必要な措置を講ずる。 

また、なだれ注意報及び融雪注意報（平成２６年１０月から神奈川県下に発表）が発表され

た場合は、市民等に適切な情報提供や注意喚起を行う。 

（２）被害情報の収集・連絡 
本部事務局は、ライフラインや交通機関の障害、孤立状況等の情報を収集するとともに、被

害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から、直ちに県へ報告する。 

（３）応急対策活動情報の連絡 
本部事務局は、応急対策等の活動状況を県に報告し、応援等の必要性の有無を連絡する。 

県は、自ら実施する応急対策の活動状況を、市に連絡する。 
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 ５ 通信手段の確保 
市及び防災関係機関は、所管の通信設備の機能を維持し、関係者間の通信手段を確保する。所

管する通信設備の被災、機能低下等により、災害対策に著しい支障が生じる場合は、次の方法で

代替手段を確保する。 

（１）非常無線通信の利用（関東地方非常通信協議会構成員の協力） 
（２）放送機関への放送要請（災害対策基本法第５７条） 
（３）自衛隊への要請 
 

 ６ 市の対策活動 
（１）活動体制 

警報が発表され、大規模な雪害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、必要と認める

とき、危機管理監は、特殊災害初動体制（レベル１）、特殊災害警戒本部体制（レベル２）、市

長は災害対策本部体制（レベル３）を状況に応じて確立する。 

なお、雪害対策は道路等の除雪の長期化、積雪に伴う私生活への支障、なだれの危険性など

があることから、大雪警報等の解除や天候回復等にかかわらず、適切な活動体制の下、必要な

措置を集中して実施するものとする。 

（２）応急対策活動 
市は、降積雪状況や被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア 救出・救助活動の実施 

イ 災害時要援護者への支援 

ウ 避難勧告等の発令、避難誘導 

エ 緊急輸送 

オ 除雪等の協力 

カ 市民への適切な情報提供、注意喚起 

キ 孤立した地区の把握と対応 

ク 県への自衛隊の災害派遣要請等 

ケ その他必要な措置 

 

 ７ 県の対策活動 
（１）活動体制 

県は、災害の状況に応じて災害対策本部、現地災害対策本部等を設置し、必要な措置を講ず

る。 

（２）応急対策活動 
県は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア 広域的な応援要請 

イ 自衛隊の災害派遣要請 

ウ 関係機関への協力要請 

エ 車両、ヘリコプター等の輸送手段の確保 

オ 災害広報の実施 

カ その他必要な措置 

 

 ８ 警察署の対策活動 
（１）活動体制 

警察署は、災害の状況に応じて警備本部等を設置し、必要な措置を講ずる。 

（２）応急対策活動 
ア 道路の危険箇所の表示、迂回路の指示 

イ 交通情報の収集及び提供、広報 

ウ 緊急交通路の確保（交通規制） 

エ その他必要な措置 
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 ９ 道路管理者の対策活動 
（１）活動体制 

道路管理者は、災害の状況に応じて対策本部、現地対策本部等を設置し、必要な措置を講ず

る。 

（２）応急対策活動 
道路管理者は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア 状況に応じた通行規制及び警察署、交通機関への連絡等 

イ 除雪、道路障害物の除去、車両等の移動、仮設等の応急復旧による道路交通の確保 

ウ 道路施設の応急復旧 

エ 災害広報の実施 

オ その他必要な措置 

 

 １０ 鉄道事業者の対策活動 
（１）活動体制 

鉄道事業者は、災害の状況に応じて対策本部、現地対策本部等を設置し、必要な措置を講ず

る。 

（２）応急対策活動 
鉄道事業者は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア 除 雪 

イ 鉄道施設の応急復旧 

ウ 警察署、消防機関、関係機関等への救援要請 

エ 他路線への振替輸送、バス代行輸送等の代替交通手段の確保 

オ 利用客への災害広報の実施、駅周辺帰宅困難者への対応 

カ その他必要な措置 

 

 

 ◆ 資料編参照 
※８－２４ 緊急時における凍雪害対策に係る協定書（相模原市建設関連団体連絡協議会） 
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第７章 林野火災対策 
 

 １ 基本方針 
林野火災により広範囲に渡る林野の焼失等が発生した場合は、市、消防、警察署等の関係機関

は相互に連携し、消火活動、避難、広報等の対策を実施する。 

 

 ２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担 当 

本 部 事 務 局 
★ 情報収集、避難勧告等に関すること。 

区 本 部 事 務 局 

消 防 局 
★ 消火活動、救助活動等に関すること。 

消 防 団 

環 境 経 済 局 （ 経 済 部 ） ★ 林業関係者との連絡に関すること。 

関 係 各 局 ★ 関連する応急対策活動に関すること。 

関 係 

機 関 

神 奈 川 県 － 広域応援体制の確保、空中消火等に関すること。 

警 察 署 － 交通規制等に関すること。 

津 久 井 郡 森 林 組 合 － 林野火災対策への協力に関すること。 

 

 ３ 災害情報の収集・連絡 
（１）被害情報の収集・連絡 

本部事務局及び消防局は、火災や人的被害の状況等の情報を収集する。また、本部事務局は、

被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から、直ちに県へ報告する。 

（２）応急対策活動情報の連絡 
本部事務局は、応急対策等の活動状況を県に報告し、応援等の必要性の有無を連絡する。 

県は、自ら実施する応急対策の活動状況を、市に連絡する。 

 

 ４ 市の対策活動 
（１）活動体制 

大規模な林野火災が発生した場合で、必要と認めるとき、危機管理監は、特殊災害初動体制

（レベル１）、特殊災害警戒本部体制（レベル２）、市長は災害対策本部体制（レベル３）を状

況に応じて確立する。 

（２）応急対策活動 
関係各局は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア 負傷者の救出・救助活動の実施 

イ 医師会等との連携による医療救護 

ウ 林業関係者等との連携による消火活動、防火線・消防警戒区域の設定 

エ 消防相互応援協定に基づく応援要請、緊急消防援助隊の出動要請 

オ 県へのヘリコプターの出動要請（偵察及び空中消火等）、自衛隊の派遣要請要求 

カ 避難勧告等の発令、避難誘導 

キ 緊急輸送 

ク 火災による荒廃地域の二次災害（土石流等）防止措置の協力 

ケ その他必要な措置 
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 ５ 県の対策活動 
（１）活動体制 

県は、災害の状況に応じて災害対策本部、現地災害対策本部等を設置し、必要な措置を講ず

る。 

（２）応急対策活動 
県は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア 広域的な応援要請 

イ 自衛隊の災害派遣要請 

ウ 関係機関への協力要請 

エ 車両、ヘリコプター等の輸送手段の確保 

オ 災害広報の実施 

カ 火災による荒廃地域の二次災害（土石流等）防止措置 

キ その他必要な措置 

 

 ６ 警察署の対策活動 
（１）活動体制 

警察署は、災害の状況に応じて警備本部等を設置し、必要な措置を講ずる。 

（２）応急対策活動 
ア 道路の危険防止、応急対策のための交通規制 

イ その他必要な措置 

 

 

 ◆ 資料編参照 
※１０ 要領・規程・協定（消防相互応援協定） 

※１１－１４ 大規模地震時における相模原沈殿池の使用に関する覚書 
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第８章 火山災害対策 
 

 １ 基本方針 
本市に被害を及ぼすおそれがある主な火山は、富士山と箱根山が挙げられる。いずれの火山も

本市に影響を与える現象は降灰が考えられる。このため、火山災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合には、市は、県等関係機関と連携し、情報伝達と降灰対策を主体に応急対策を実施

する。 

 

 ２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担 当 

本 部 事 務 局 

★ 情報の収集、伝達に関すること。 
区 本 部 事 務 局 

消 防 局 

消 防 団 

都 市 建 設 局 （ 道 路 部 ） ★ 道路の除灰に関すること。 

関 係 各 局 ★ 各種被害調査、除灰、健康対策に関すること。 

関 係 

機 関 

神 奈 川 県 － 
情報の収集、伝達、各種被害調査、除灰、

健康対策に関すること。 

警 察 署 － 情報の収集、伝達、警戒活動に関すること。 

関 係 機 関 － 
情報の収集、伝達、各種被害調査、除灰に

関すること。 

 

 ３ 富士山及び箱根山の火山活動の概要 
（１）富士火山の概要 

本市の西南西約６０ｋｍの山梨・静岡県境にある。約３００年前の宝永噴火以降、分かって

いる噴火活動はない。宝永噴火は、富士山の噴火史の中でも最大級の噴火であり、大量の降灰

を関東平野一面にもたらした。この噴火で相模原市域にも数ｃｍの厚さで灰が降り積もったと

推定されている。 

（２）箱根火山の概要 
本市の南西約４５ｋｍの箱根町にある複数のカルデラを持つ活火山である。約３，０００年

前には、神山の北西部で水蒸気爆発に伴う山体崩壊が発生した。現在の仙石原付近に広がった

岩屑雪崩堆積物によってせき止められ、芦ノ湖が形成された。それ以降、火山灰の噴出を伴う

水蒸気爆発は約２，８００年前、約２０００年前、９～１２世紀の間、１２世紀後半～１３世

紀前半、１３世紀前半以降に噴出したと考えられている。 

平成２７年には、観測史上初めての噴火が起き、レベル３（入山規制）が発令された。 

 

 ４ 噴火警報・噴火予報の伝達 
（１）噴火警報・噴火予報の種類 

噴火警報・噴火予報は、全国の活火山を対象とし、火山毎に警戒等を必要とする市区町村を

明示して発表する。このうち噴火警報は、居住地域や火口周辺に影響が及ぶ噴火の発生が予想

された場合に、予想される影響範囲を付した名称で発表する。噴火予報は、噴火警報を解除す

る場合や、火山活動が静穏な状態が続くことをお知らせする場合に発表される。 

また、噴火警戒レベルを導入した火山（箱根山・富士山）では、噴火警報及び噴火予報で噴

火警戒レベルを発表する。 
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噴火警戒レベルが導入された火山（富士山等）における噴火予報・警報と噴火警戒レベル 

予報警報

の名称 

対象 

範囲 

レベルと 

キーワード 

説   明 

火山活動の状況 住民等の行動※1 
登山者・入山者へ

の対応※1 

噴火警報

（居住地

域）又は

噴火警報 

居住地域

及びそれ

より火口

側 

レベル 5 

（避難） 

居住地域に重大な被害を

及ぼす噴火が発生、ある

いは切迫している状態に

ある。 

危険な居住地域※2

からの避難等が必

要（状況に応じて

対象地域や方法等

を判断） 

 

レベル 4 

（避難準

備） 

居住地域に重大な被害を

及ぼす噴火が発生すると

予想される（可能性が高

まってきている）。 

警戒が必要な居住

地域※2 での避難の

準備、災害時要援

護者の避難等が必

要（状況に応じて

対象地域を判断） 

噴火警報

（火口周

辺）又は

火口周辺

警 報 

火口から

居住地域

近くまで 

レベル 3 

（入山規

制） 

 

居住地域の近くまで重大

な影響を及ぼす（この範

囲に入った場合には生命

に危険が及ぶ）噴火が発

生、あるいは発生すると

予想される。 

通常の生活（今後

の火山活動の推移

に注意。入山規

制）。状況に応じて

災害時要援護者の

避難準備等 

登山禁止・入山規

制等、危険な地域

への立入規制等

（状況に応じて

規制範囲を判断） 

火 口 

周 辺 

レベル 2 

（火口周

辺規制） 

火口周辺に影響を及ぼす

（この範囲に入った場合

には生命に危険が及ぶ）

噴火が発生、あるいは発

生すると予想される。 

通常の生活 火口周辺への立

入規制等（状況に

応じて火口周辺

の規制範囲を判

断） 

噴 火 

予 報 

火 口 

内 等 

レベル 1 

（活火山

であるこ

とに留意） 

火山活動は静穏。火山活

動の状態によって、火口

内で火山灰の噴出等が見

られる（この範囲に入っ

た場合には生命に危険が

及ぶ）。 

特になし（状況に

応じて火口内へ

の立入規制等） 

注１）住民等の主な行動と登山者・入山者への対応には、代表的なものを記載。 

注２）避難又は避難準備の対象として地域防災計画等に定められた地域で、本市には該当地域はない。 

 
（２）噴火警報・噴火予報の伝達経路 

噴火警報・噴火予報の通報及び伝達系統は、おおむね次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

風-180 

 

 
 

 ５ 降灰対策 
本市への大量の降灰は、富士山又は箱根山で、高さ数ｋｍを超えるような噴煙柱を吹き上げる

大規模な噴火が発生した場合である。灰は高層の強い偏西風に乗り、東へ流され、地上へ降り注

ぐことになり、本市へは噴火から３０分から１時間程度で降り始めると考えられる。 

富士山、箱根山で一定規模の噴火が発生した場合、気象庁は、噴火後２０分から３０分後に、

噴火発生から 1時間ごとに６時間先までの降灰量と市町村ごとの降灰開始時間を「降灰予報（詳

細）」で発表する。 

（１）大量降灰時の本市へ予想される影響 
ア 呼吸器系の障害を訴える人が増える。 

イ 交通輸送力が落ちる。 

ウ 農作物収穫量に影響が出る。 

エ 山林や立木などが枯れる。 

オ 山間部は除灰できないことから、土石流が発生する。 

カ 家庭の雨どいなどが詰まる。 

キ 車のフロントガラスなどが傷つく。 

ク 屋内に大量に入り込むと空調機や電算機に障害が出ることもある。 

ケ 鉄道等の公共交通機関の運行に支障が出る。 

コ 層厚数十ｃｍの降灰で木造家屋等の倒壊のおそれがある。 

（２）大量降灰が予想される場合の対応 
ア 降灰中は外出を控えるよう、また、やむを得ず外出する場合にはマスク等を着用するよう

広報する。 

イ 車両を運転する場合には、交通情報に留意し、ワイパーを使用せずに、注意して運転する

ように広報する。 

ウ 外出先から帰ったときには灰をよく落とし、うがいするよう広報する。 

エ 大量の降灰が予想される地域では、屋根に積もった灰を除灰するように広報する。 

オ 土石流の発生又はおそれのある地域では、避難勧告又は避難指示（緊急）を行う。 

（３）大量降灰後の活動 
ア 必要に応じて、県と連携し、健康調査、除灰活動を実施する。 

イ 道路の除灰に際しては、災害応急対策等実施のため重要となる緊急交通路等の機能回復を

優先し、区域外からの支援や物資等の受入れのために、隣接する都市等との連携・調整を行

う。 

ウ 除灰の仮置き場を検討する。 
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 ６ 避難者の受入れ 
火山周辺自治体からの避難者の受入れを実施する。 

（１）富士山の噴火は２週間程度の間続くことが予想されるため、広域避難の受入れ施設として体

育館等を一時利用する。 
（２）溶岩流の発生などで長期化する場合は、市営住宅等の利用を検討する。 
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